
山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
九
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

水 曜 日

号
外
第
九
号

平
成
三
十
年

三
月
十
四
日

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

規　
　
　

則

○
山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

　
　
　
　

人
事
委
員
会

○
公
益
的
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

五

○
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

五

○
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

五

　
　
　
　
　
　

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
一
号

　

山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

　
　
　

山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則

　

第
一
条
中
「
山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
」
を
「
山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金

等
徴
収
条
例
」
に
改
め
る
。

　

第
一
条
の
二
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三	　

た
め
池
等
整
備
事
業
（
知
事
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
地
区
に
お
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。）

　

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
割
合

　
　

イ　

た
め
池
に
つ
い
て
行
う
も
の　

四
十
五
分
の
十
七

　
　

ロ　

イ
に
掲
げ
る
土
地
改
良
施
設
以
外
の
土
地
改
良
施
設
に
つ
い
て
行
う
も
の　

九
分
の
四

　

第
二
条
中
「
の
規
定
に
よ
る
別
に
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
中
「
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
分
担
金
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
転
用
に
係
る
土
地

の
面
積
」
を
「
第
六
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
面
積
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
金
に
係

る
面
積
に
限
る
。）」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一	　

前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
に
あ
つ
て
は
、
転
用
に
係
る
受
益
地
の
面
積
が

十
ア
ー
ル
未
満
の
も
の

　

二	　

前
条
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
業
に
あ
つ
て
は
、
転
用
に
係
る
受
益
地
の
面
積
が
当
該

県
営
土
地
改
良
事
業
の
受
益
地
の
十
分
の
一
未
満
（
そ
の
受
益
地
の
面
積
が
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超

え
る
と
き
は
、
受
益
地
の
う
ち
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
）
の
も
の

　

三	　

前
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

　
　

イ　

区
画
整
理
地
区
内
に
お
け
る
転
用
に
係
る
受
益
地
の
面
積
が
十
ア
ー
ル
未
満
の
も
の

　
　

ロ	　

か
ん
が
い
排
水
施
設
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
転
用
に
係
る
受
益
地
の
面
積
が
前
号
に
該

当
す
る
も
の

　

第
四
条
を
削
る
。

　

第
五
条
の
見
出
し
を
「（
転
用
等
の
報
告
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
土
地
改
良
区
」
の
下
に
「
又
は
農

地
中
間
管
理
機
構
（
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
農
地
中
間
管
理
機
構
を
い
う
。）」
を
加
え
、「
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係

る
受
益
地
の
転
用
が
あ
つ
た
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
条
例
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に

該
当
す
る
事
実
が
生
じ
た
」
に
、「
当
該
事
実
を
確
認
し
県
営
土
地
改
良
事
業
受
益
地
転
用
報
告
書
（
第

二
号
様
式
）」
を
「
県
営
土
地
改
良
事
業
受
益
地
転
用
等
報
告
書
（
第
一
号
様
式
）」
に
改
め
、
同
条
を

第
四
条
と
す
る
。

　

第
六
条
中
「
県
営
土
地
改
良
事
業
受
益
地
転
用
分
担
金
徴
収
台
帳
（
第
三
号
様
式
）」
を
「
県
営
土

地
改
良
事
業
特
別
徴
収
金
徴
収
台
帳
（
第
二
号
様
式
）」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

　

第
七
条
中
「
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
分
担
金
の
免
除
」
を
「
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

特
別
徴
収
金
の
免
除
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
金
に
係
る
免
除
に
限
る
。）」
に
、「
県
営

土
地
改
良
事
業
受
益
地
転
用
分
担
金
免
除
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）」
を
「
県
営
土
地
改
良
事
業
特
別

徴
収
金
免
除
申
請
書
（
第
三
号
様
式
）」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
第
八
条
を
第
七
条
と
す
る
。

　

第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
九
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日

二
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附 

則 

第１号様式（第４条関係） 

年  月  日  

山梨県知事 殿 

 

 

    法人の名称 

    代表者の氏名             印 

 

 

県営土地改良事業受益地転用等報告書 

 

  県営土地改良事業の受益地の転用等が、次のとおりありましたので報告します。 

 

１ 転用等の内容及び目的 

 

 ２ 転用等を行う土地の所有者又は権利者 

   住所 

   氏名 

 

 ３ 転用等計画書 

 

 ４ 転用等を行う土地 

市町村 地番 現況地目 地積 土地所有者住所

氏名 

買受人（借受人）

住所氏名 

            

 

 ５ 今回の転用等による特別徴収金の額 

１０アール当たりの

特別徴収金

今回の転用等

を行う土地の

面積

特別徴収金 備考 

国 県 国 県 

円 円 ㎡ 円 円  

 

第１号様式（第４条関係）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
九
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日

三
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 ３ 特別徴収金徴収実績 

年度 

 

区分

              

転用等を行う者の氏名               

転用等を行う土地の面積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

転用等後の施設の名称               

特別徴収金徴収実績 国費               

県費               

計               

納入通知年月日               

納入年月日               

県に対する納入年月日               

 

第２号様式（第５条関係） 

     県営土地改良事業特別徴収金徴収台帳 

１ 事業内容 

事業採

択年度 

  事業名   地区名   工期   事業計画公告年月日 ●●年  月  日

工事完了公告年月日 ●●年  月  日

徴収対象最終年度 年度 

 

 ２ 特別徴収金徴収基準額 

全体事業 国費該当分 県費該当分 総金額 備考

実施年度総事業費 受益面積事業費 負担率 金額 １０アール

当たり金額

事業費 負担率 金額 １０アール

当たり金額

      千円 ％ 千円 円 千円 ％ 千円 円 千円   

                          

                          

計                         

第２号様式（第５条関係）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
九
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日

四
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第３号様式（第６条関係） 

年  月  日  

 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

土地改良区 

理事長 

氏名             印  

 

 

県営土地改良事業特別徴収金免除申請書 

 

  県営土地改良事業の受益地の転用等に係る特別徴収金の免除について次のとおり申出

があつたので、転用等を行う土地の所有者又は権利者の委任状を添えて申請します。 

 

 

１ 転用等を行う土地の所有者又は権利者 

   住所 

   氏名 

 

 ２ 免除申請の理由 

 

 ３ 免除を受けようとする土地 

土地の所在 地目 面積 土地所有者住所・氏名 

市町村 大字 字 地番 

             

             

             

             

 

第３号様式（第６条関係）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
九
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日

五

　

第
四
号
様
式
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
二
第
三
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成

三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号

　

公
益
的
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長　
　

信　
　

田　
　

恵　
　

三　
　

　
　
　

公
益
的
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

公
益
的
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規

則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
上
げ
、
第
二
十
五
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二
十
五　

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

　

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長　
　

信　
　

田　
　

恵　
　

三　
　

　
　
　

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
十
二
中
「
第
三
十
三
条
、
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
の
二
関
係
」
を

「
第
三
十
三
条
、
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
七
条
の
二
関
係
」
に
改
め
、
同
表
警
察
部
局
の
部
警
察

　
　
　
　
　

「
生
活
安
全
対
策
室
長

本
部
の
項
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
「
許
認
可
管
理
室
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　

許
認
可
管
理
室
長　

」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

　

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長　
　

信　
　

田　
　

恵　
　

三　
　

　
　
　

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
山
岳
警
備
安
全
対
策
隊
長　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
東

　

別
表
第
七
本
部
の
項
中
「
航
空
隊
長
」
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
「
調
査
官
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

航
空
隊
長　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　

調

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
警
備
対
策
室
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

査
官　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
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